
東京農工大学大学院工学府教育規則の一部改正 

現  行 改正 改正理由 

   

 

 

本則 

 

 

本則 

 

 

第1条～第10条  省略 

 

 

 第11条 博士前期課程及び専門職学位課程の技術開発実践型プログラム(以下「博士前

期課程等」という)並びに博士後期課程の学生は、学府が定める研究指導の方法と計

画に基づき、指導教員の指導を受け、研究題目を定めなければならない。  

2 前項に基づき研究題目を定めたときは、研究題目及び研究計画を別紙様式1により、

所定の期間内に指導教員(博士後期課程にあっては主指導教員)を経て、学府長に届け

出るものとする。  

3 研究題目を変更するときは、前2項の規定を準用する。  

 

 

第12条  省略  

 

附 則  省略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1条～第10条  省略 

 

 

 第11条 博士前期課程及び専門職学位課程の技術開発実践型プログラム(以下「博士前 

期課程等」という)並びに博士後期課程の学生は、学府が定める研究指導の方法と

計画に基づき、指導教員の指導を受け、研究題目を定めなければならない。  

2 前項に基づき研究題目を定めたときは、研究題目及び研究指導計画を別紙様式1

により、所定の期間内に指導教員(博士後期課程にあっては主指導教員)から、学

府長に届け出るものとする。  

3 研究題目を変更するときは、前2項の規定を準用する。  

 

 
第12条  省略  

 

附 則  省略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

東京農工大学大学院（博士前期

課程、修士、専門職学位課程、

博士後期課程、博士課程、4 年
制博士課程及び一貫制博士課

程）学生に係る研究指導の方

法、内容及び計画に関する申合

せ（令和2年12月16 日教育・学

生生活委員会承認） 

制定に伴い、大学院設置基準を

満たすことを明確にするための

改正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

別紙様式1 

研究題目届 

 

 
 

 

 

別紙様式1 

研究題目届 兼 研究指導計画書 

 

 
 

 
 
 
 
 
様式の変更 

附 則(令和3年4月1日工規則第2号) 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。 


